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３－２－４ 施工計画／調達計画 

 

３－２－４－１ 施工方針／調達方針 

（１）業務実施の基本事項 

本プロジェクトの実施は基本設計に基づいて行われるが、日本国関係機関の検討を経た

後に日本国政府の閣議決定を必要とする。閣議において本プロジェクトが承認され、両国

の間で事業実施に係る交換公文が締結された後には、以下の原則の下に実施される。 

１）プロジェクトは日本国民の税金を資源とし、日本国の予算のもとで実施される。 

２）ベ国政府は日本法人コンサルタントと契約し、業者選定補助業務および施行監理業務

を委託する。 

３）ベ国政府は上記コンサルタントの協力のもとで、事前資格審査付き一般競争入札によ

って日本の法人建設会社を選定し、同社と一括請負契約を締結して本プロジェクト施

設の建設を発注する。 

 

（２）事業実施体制 

本計画のベ国側の責任機関は MOET であり、同省の国際関係局、計画財務局および初等

教育局が実施機関である。省レベルでは対象 2 省における省教育訓練局（DOET）が実務

の担当となる。学校レベルでは、校長が窓口となる。 

 

（３）現地コンサルタント、現地サブコントラクターの活用分野および方法 

本計画は対象 2 省に散在する対象校の施工および施工監理を安全かつ円滑に行うため、

現地建設事情および社会環境に通暁した現地スタッフを最大限に活用する。 

 

（４）施工計画 

本計画の計画対象校は 17 校で 2 省に分散しているため、ハノイと各省都を中心とした施

工計画を策定する。 

① 現地の労務事情、一般的な工法、習慣等、ベ国の建設事情に合った施工計画

を策定する。 

② 事前に各学校の責任者と細部にわたる打ち合わせを行い、学校の意向変更に

よる工程計画の見直しの出ない施工計画をたてる。 

③ 大半の建設工事が既設の学校敷地内で行なわれるため、日常の教育活動への

影響には十分に配慮し、生徒の安全を確保する。 

④ 工事全般にわたり建設現場内の治安維持、盗難防止、安全に対し配慮する。 

⑤ 円滑な業務の遂行を実施するため、詳細な施工スケジュールについては、日

本大使館、JICA ベトナム事務所のみならず MOET や DOET にその詳細を定期

的に報告する。 
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３－２－４－２ 施工上／調達上の留意事項 

 

（１） 一般建設事情 

計画対象地域は経済・社会開発が進められている過程にあり、建設業、建設資材関連産

業も発展途上にある。したがって、主要資機材の調達にあたっては十分に品質管理された

製品を調達する必要がある。特にコンクリートは、生コン工場からの調達が不可能な地域

であることから、現場練りコンクリートとなるため、品質管理に重点を置く必要がある。

一般労務の調達に関しては、各サイト近郊で問題ないと言えるが、技術者はその質と量の

確保のためハノイで調達する。また、サブコントラクターに対しては組織的な施工管理技

術の移転を図る。 

 

（２） 品質、工程管理上の留意事項 

計画対象校数、教室数、および施工面積いずれも大きいなかで、サブコントラクターの

能力や、工事の効率化を考慮した場合、全サイトを同時着工するのは得策ではなく、サイ

トを幾つかのグループにわけ時期を少しずつずらしながら着工する。2階建ての学校は平屋

の建設より工期を要するため、他校に先んじて着工する。 

なお、ベ国側負担工事の工程の遵守が本計画を円滑に推進させるためには不可欠である。

特に建設予定地の整地等が適切に実施されないと学校校舎の建設工事に着手できないため

に、ベ国側により遅滞なく適切に整地等の作業が行われる必要がある。 

 

３－２－４－３ 施工区分／調達・据付区分 

 

日本国とベ国の各々の施工区分を表３－９に示す。 

 

表３－９ 施工区分 

工事内容 日本側 ベトナム側 

１．工事着工前の建設予定地の整地・擁壁工事  ○ 

２．工事着工前の建設敷地内の既存施設の撤去工事  ○ 

３．工事着工前の建設敷地内の工事に影響を与える岩

盤、樹木および障害物の撤去工事 

 ○ 

４．造園、塀、門扉等の付帯外構工事  ○ 

５．工事着工までの工事用進入道路の確保  ○ 

６．教室、便所の建設および付帯設備工事 ○  

７．必要に応じ貯水槽までの給水工事  ○ 

８．積算電力計までの電力引きこみ工事  ○ 
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給水工事及び電気工事の工事区分をそれぞれ図３－２、図３－３で示す。 

 

 

 

 

図３－２ 給水工事区分図 

 

 

図３－３ 電気引き込み工事境界線 
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３－２－４－４ 施工監理計画／調達監理計画 

 

本計画の対象となる学校は 2 省に広く分散し、その数も多い。さらに対象校の多くは省

都から離れた場所に位置している。このような状況のなか、要求される工程監理および品

質管理を十分に達成するために、以下に述べる国内作業および現地出張による一般監理と、

現地駐在員による常駐監理を並行して行う。 

 

（１）一般監理 

日本人コンサルタントによる全体工程の監理、総合的な技術判断、常駐監理者の専門領

域以外の事項の補助を行う。また詳細設計を担当した日本人コンサルタントがこれを補佐

する。 

 

（２）常駐監理 

詳細設計に参画したコンサルタントの中から選定された技術者が現地に駐在し、現地コ

ンサルタントを指導しながら以下の業務を行う。 

①日常の工程監理、②コンクリート打設等の各種検査への立会、③施工図、施工要領の

検討・指導・承諾、④材料承認、⑤コントラクターへの一般技術指導、⑥中間検査、竣工

検査の実施、⑦施工監理情報の収集、⑧月例監理報告書の作成、⑨先方担当者への随時報

告、⑩建設委員会の実施、⑪先方工事の進捗状況確認、⑫日本大使館、JICA 事務所への月

例および随時報告など。 

日本人指揮下には現地コンサルタントを置き常駐監理を行う。常駐監理を行う日本人技

術者の人数は 1名（12ヶ月）、現地コンサルタントの人数は 2名とする。また包括的な施

工監理を行うため、コンサルタントの監理本部をすべてのサイトへのアクセス条件の良い

ハノイに置き、ハノイ近郊のサイトはハノイの技術者により監理を行なう。コントラクタ

ーの施工本部も資機材の中心となるハノイに置き、施工管理を行なう。図３－４に施工監

理（管理）体制の組織表を示す。 
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図３－４ 施工監理（管理）体制組織表 

 

 

 

 

 

 

 

ハノイ 

コンサルタント監理本部 

 

日本人技術者 

現地技術者 

東京本社

各担当者

ハノイ 

コントラクター施工本部

 

日本人技術者 

現地技術者 

建設サイト 

トェンクアン省 9校 

東京本社 

各担当者 

コントラクター 

トェンクワン省施工基地

 

日本人技術者 

現地技術者 

コンサルタント 

トェンクワン省施工基地 

 

現地技術者 

 

建設サイト 

フートー省 8校 
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３－２－４－５ 品質管理計画 

 

本計画で行う品質管理は設計図書及び、工事管理計画書に定める項目に従って行う。施

工時の品質管理の方法には、施工計画書、施工図、見本品の確認、各種試験実施、現場立

会検査等がある。表３－１０は躯体工事段階における主な品質管理項目の一覧である。 

 

表３－１０  躯体工事段階の主な品質管理項目 

工 事 品質管理項目 検査方法 検査頻度 

土工事 床付面確認 目視 各現場 1回 

鉄筋材料 ミルシート照合 搬入量に応じて 

配 筋 配筋検査 コンクリート打設前 鉄筋・型枠工事 

型 枠 型枠検査 同上 

材 料 

セメント：試験成績表 

骨材：ふるい分け試験成績表

水：水質試験成績表 

バッチングプラント毎

練り混ぜ 試験練り バッチングプラント毎

打 設 
スランプテスト、コンクリー

ト温度、空気量、塩化量 
コンクリート打設量 

コンクリート 

工事 

強 度 
テストピースによる圧縮 

試験 

コンクリート打設 

1回につき 1回 

工場能力、材料 工場検査 工場毎 
レンガ 

強 度 圧縮試験 工場毎 

 

現場立会検査については、本計画のようにサイト数が多く、常駐管理者が全ての現場を

頻繁に訪れることができない場合は、管理項目を定め、チェックリストを用いる方法が有

効である。まず各工事段階において、工事管理計画書に基づいて工種別の管理項目を定め

る。例えばコンクリートの品質管理については次のようなチェックリストを準備する。 

① 骨材、セメント、水質、及び試験練り検査（現場又はバッチングプラントに

て） 

② スランプ試験、空気量試験、テストピース採取、塩化物試験、温度測定（打

設時各サイトにて） 

③ テストピースの圧縮試験結果（公共試験場にて） 

コンクリート以外の他の工種についても、コンサルタントあるいはコントラクター現場

担当者がサイトあるいは製作工場等においてそれぞれのチェックリストに記入することに

よって品質管理を行う。この手法によってサイト毎のばらつきの少ない均質な管理が可能

となる。また先に述べたように、施工のモデルを設定して工事を先行させ、施工および管

理担当者間の知識と技術に対する理解のばらつきを縮めることも品質管理上有効である。 
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３－２－４－６ 資機材等調達計画 

 

（１）資機材調達計画の方針 

本計画においては、コスト削減と施設の引き渡し後の維持管理を容易にするために、全

ての建設資機材および家具等の教育備品をベ国内にて調達するものとする。 

 

（２） 輸送・保管計画 

主な資機材の調達はハノイで行い、ハノイ資材保管基地に運搬・保管された後、一部は

各省資機材保管基地に移送し、工事の進行に応じ、各サイトに陸路輸送する。 

                           

図３－５ 建設資機材調達輸送計画 

 

 

            

 陸上輸送           

 

            

陸上輸送          

                        

 

            陸上輸送 

 

 

 

 

３－２－４－７ ソフト・コンポーネント計画 

 

本プロジェクト対象校においては、学校関係者が適切な施設の維持管理方法及び使用方

法を十分に理解していないために、適切な維持管理活動が実施されていない。このような

現状に鑑み、本プロジェクトでは、無償資金協力により供与された施設・備品が有効且つ

継続的に活用されることを目的として、各対象校の学校運営委員会のメンバーを対象に、

①計画対象校における維持管理活動の現状・問題分析並びに関係者の意識向上のためのワ

ークショップ実施、②施設並びに備品の使用、維持管理に係るガイドラインの作成、③右

ガイドライン活用のための研修・訓練に係る活動を、ソフト・コンポーネントとして実施

する。 

ソフト・コンポーネント計画に係る詳細を資料に記す。 

ベ国内調達品 

ハノイ資機材保管基地 

各省資機材保管基地 

各サイト 



 

 

 

3-34

 

３－２－４－８ 実施工程 

 

プロジェクトの実施工程は、無償資金協力の仕組みに則った日本国側、ベ国側による各々

の負担工事及び所要手続きが遅延なく行われることを前提とする。事業の実施は、両国間

交換公文（E/N）が締結されることにより始まる。交換公文締結後は入札、資機材調達、輸

送・建設と 3段階の作業に分けて考えることができる。 

本計画の全体施工調達工程は 12.0ヶ月程度が必要とされる。 

 

（１）入札 

入札は、入札公示・入札業者の資格審査・開札・入札評価を経て、工事契約に至るまで

の期間である。工事発注方式、入札方式等は事前に充分協議して決める。入札関連業務の

所要期間は約 3 ヵ月である。 

 

（２）資機材調達・輸送 

工事契約の後、直ちに施工図の作製を行い、その承認後に、資機材の調達に入るが、最

初の資機材がサイトに搬入されるのは、契約後約 1 ヵ月となる見込みである。 

 

（３）建設 

工事契約後各サイトを幾つかのグループに分け、それぞれをずらしながら着工する。工

期の長い 2階建てのサイトは可能な限り第 1グループとする。1ヶ月の準備期間、および 1

ヶ月の機材搬入、検査期間を加えた全体施工・調達工程は各期ともに 12ヶ月となる。表３

－１１に計画実施工程表を示す。 
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表３－１１ 計画実施工程表 

工程　　月

入札作業(3.0ヶ月）

実作業総計3.0ヶ月
準備工事

土工事・地業工事

躯体工事

仕上工事

家具製造･機材調達

搬入・据付

検査・引渡し

総計12.0ヶ月

1273 864 5

施
工
･
調
達

入
札

9 10 111 2
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３－３ 相手国分担事業の概要 

 

日本国の無償資金協力は、自助努力による開発を目的としており、この基本方針に基づき日

本国政府は受益国側にも応分の負担を求めている。この原則は世界中の全ての受益国に対し平

等に適用されている。従って日本国政府が本計画の実施を決定した場合、ベ国政府は以下の措

置を講じなければならない。 

 

（１） プロジェクトに必要な資料・情報を提供する。 

（２） 本計画に必要な土地を用意し、建物を建設する権利を MOET が確保する。 

（３） 本計画に先立ち、表３－１２に示す学校は擁壁の整備、盛り土、整地、及び既存物の

撤去樹木の伐採・移動、その他の工事を行う。 

表３－１２ 準備工事リスト 

準備工事内容

既存建物撤去

盛り土および擁壁工事

舗装撤去

フェンス移設

TQ-3 Bac Muc 盛土、切土およびレベル調整

既存建物撤去

樹木撤去

切土およびレベル調整

工事用アクセス道路の整備

既存建物撤去

樹木撤去

舗装撤去

TQ-7 Thai Binh 盛土

電柱・電線移設

樹木撤去

盛土

既存建物撤去

樹木撤去

切土、擁壁工事および排水溝の整備

校門移設

既存建物移設

舗装撤去

既存建物撤去

樹木撤去

既存建物撤去

工事用アクセス道路の整備

切土、盛土

PT-4 Tieu Son 仮設建物の移設

PT-5 Det (Dinh Tien) バスケットボール用施設の移設

PT-6 Van Lung 既存建物撤去

PT-8 Co Tiet なし

PT-10 Dong Xuan 既存建物撤去

樹木撤去

電柱・電線移設

樹木撤去

バドミントン用施設の移設

樹木撤去

便所撤去

舗装撤去

PT-20 Ha Thach 切土およびレベル調整

学校名

TQ-2 Vinh Loc

TQ-5s Thuong Am（ Sub School)

TQ-6 Phan Thiet

TQ-17s Dang Chau（ Sub School)

TQ-8 Son Nam

TQ-10s Xuan Quang（ Sub School)

PT-16 Thanh Van

トェンクワン省

フートー省

PT-11 Trung Nghia

PT-15 Vo Mieu 2

TQ-14 Phuc Thinh
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（４） 工事竣工までに、積算電力計取り付けまでの電力の引き込み、受水槽への市水あるい

は井戸から上水の引き込みを行う。引き込みのために電動ポンプが必要な場合はこれ 

を負担する。 

（５） 完成後の施設に必要な場合は、造園、塀、その他付随的な外構工事を実施する。 

（６） 無償資金協力によって建設される建物と調達される機材の適正な運営・維持管理のた

めに、教員その他運営に携わる人員と予算を確保する。 

（７） 銀行取り決めに伴う手数料を負担する。 

（８） 無償資金協力の下で購入する資機材の速やかな陸揚げ、税の免除、陸揚げ港における

通関、及び速やかな内陸輸送を保証する。 

（９） 認証された契約の下での物品及び役務の提供に関し、本計画に携わる日本法人又は個

人に対してベ国内で課せられる関税、及びその他課徴金を免除する。VAT（付加価

値税）についてはベ国側が予算措置を行い、本計画に携わる日本法人又は個人に対し

てあらかじめ相当額を支払う。 

（１０） 認証された契約の下での物品及び役務の提供に関し、邦人がベトナム国領土に入国し、

滞在する場合に必要な便宜を与える。 

（１１） 本計画の実施のために必要な許可、承諾、その他の権限を与える。 

（１２） 本計画の下で建設される施設を、MOET の責任の下に適正にかつ効果的に使用し維

持する。 

（１３） 本計画の範囲内で、日本の無償資金協力で負担される費用以外の敷地造成、アクセス

道路の整備、インフラの接続その他本計画に付随する全ての費用を負担する。 

（１４） 本計画の促進のためにコンサルタントが便宜供与や決定、判断等を要請する場合は、

速やかに対応する。 
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３－４ プロジェクトの運営・維持管理計画 

 

（１）運営計画  

ベ国では、1 クラス 1 担任制をとっており、二部制の場合でも午前と午後の部とでそれぞ

れ教員が異なるため、本計画実施により教室が増築され全日制が実現しても、それにより

新たに教員を配置する必要性は生じない。したがって、本計画においては、新教室に充当

するための教員配置の措置を講じる必要はないと考えられる。 

 

（２）維持管理計画 

各対象校における維持管理活動の主体は、BOET の監督の下、校長、副校長、教員代表、

父母会代表及び地域住民代表によって組織される学校運営委員会である。実際の施設の修

復に関しては、校庭の手入れ、机や椅子の修復、壁のペンキ塗り替えといった簡易なもの

については、学校運営員会が募ったボランティアや外部委託により実施され、屋根トラス

の架け替えや床の塗り替えなどといった比較的大規模なものについては、人民委員会で積

み立てられている施設維持管理基金から拠出されるという体制になっている。施設維持管

理基金の積立金は、各校の生徒から維持管理費として回収されたもので、その負担額は１

人あたりおおよそ 3～8 万ドン／年（240～650 円程度）となっている。清掃については、

生徒や教員を中心として行なわれている学校が多かったものの、都市部に位置する学校の

中には、外部の清掃業者に任せているというところもあった。 

以上のように、ほぼ全ての対象校において維持管理体制が確立されていることから、本

計画実施に伴い新たな組織を作る必要はない。しかしながら、既存施設の状況を見る限り、

施設が適切な方法で利用され運営維持管理活動が適切な方法で実施されているとは言い難

い。このため、学校運営委員会を中心とした関係者の意識向上と適切な施設の使用方法及

び維持管理方法の周知に係る活動の実施を目的としたソフト・コンポーネントを導入する。 
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３－５ プロジェクトの概算事業費 

 

３－５－１ 協力対象事業の概算事業費 

 

本協力対象事業を実施する場合に必要となる事業費総額は、約 5.15 億円となり、先に述

べた日本とべ国との負担区分に基づく双方の経費内訳は、下記（３）に示す積算条件によ

れば、次のとおりと見積もられる。なお、下記の概算事業費が即交換公文上の供与限度額

を示すものではない。 

 

（１）日本側負担経費 

約 514.9 百万円 

 

①トゥエンクワン省 9 校 53 教室 （建築延べ床面積 4,203.79 ㎡） 

費目 概算事業費（百万円） 

教室棟 147.8

便所棟 21.6

施設 

家具備品 8.5

177.9

実施設計・施工監理・技術指導 17.6

 概算事業費（小計） 約 195.5 百万円

 

 

②フートー省 8 校 

 

 

87 教室 （建築延べ床面積 6,863.10 ㎡） 

費目 概算事業費（百万円） 

教室棟 247.8

便所棟 28.8

施設 

家具備品 14.0

290.6

実施設計・施工監理・技術指導 28.8

 概算事業費（小計） 約 319.4 百万円

 

 

（２）ベ国側負担経費 786.3 百万ドン（約 5.85 百万円） 

 

① 擁壁・土留め工事 547.2 百万ドン 4.07 百万円 

② 盛土・切土 176.3 百万ドン 1.31 百万円 

③ 既存建物撤去 7.7 百万ドン 0.06 百万円 

④ 既存障害物撤去 1.7 百万ドン 0.01 百万円 

⑤ 既存樹木撤去 0.7 百万ドン 0.01 百万円 

⑥ 電気接続 44.3 百万ドン 0.33 百万円 

⑦ 給水接続 8.4 百万ドン 0.06 百万円 

 計 786.3 百万ドン 5.85 百万円 
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本プロジェクトのベ国側の負担事項と必要金額は上記の通り試算される。べ国の予算年

度は毎年 1 月～12 月であり、必要な予算措置は教育訓練省の財務計画局が行う。 

 

 

（３）積算条件 

 

① 積算時点 2005 年 12 月 

② 為替交換レート 1US＄＝118.26 円 

1US＄＝15,902.8 ドン 

1 ドン＝0.00744 円 

③ 実施期間 入札、施工・調達の期間は、計画実施工程表に示した通

り。 

④ その他 本プロジェクトは、日本国政府の無償資金協力の制度 

に従い、実施されるものとする。 
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３－５－２ 運営維持管理費 

 

本プロジェクトで学校施設・機材が整備された場合、新たに必要となる費用は、運営費

と維持管理費に大別できる。各費目は以下のように算出できる。 

 

（１）運営費 

運営費（人件費、電気・水道・下水処理費等）に関しては、以下のとおり算出される。 

 

１）人件費 

先述のとおり全て既存の教員で対応することができるため、本計画に伴う新たな人件費

は生じないと考えられる。 

 

 

２）電気代・水道代・下水処理費等 

①電気代 

本計画で建設される教室は 140 教室、校長室および教材室は計 13 室である。本計

画で計画される電気設備は照明設備、コンセント設備と天井扇であるが、その使用

時間は季節によって異なる。年間の平均使用量を１教室当たり 723kwh、校長室と教

材室各 921kwh とすると電気使用量は年間で 114,639kwh となり、本計画施設にお

ける年間電気料金は約 102,601,905 ドン（約 74 万円）となる。また本計画では給水

ポンプの設置が必要な場合はベ国側が負担する計画であるが、ポンプが設置される

学校ではそれに使用する電気代が加わる。 

表３－１３ 省別電気使用量・電気代（年間） 

 

②水道使用料 

公共水道施設を利用する学校は水道代の支出が生じる。公共水道を有する学校は 4

校、当該校に建設される教室数は 41 室であり、その教室が収容する生徒数は 1,435

人である。生徒 1 人あたりの計画使用水量および水道料金により、本計画施設にお

ける年間水道料金の増加分は 502ｔ×4,000 ドン/ｔ＝2,009,000 ドン（約 1.4 万円）

となる。 

室数
電気使用量

(kwh)
室数

電気使用量
(kwh)

（ドン） （円）

トゥエンクワン省 53 38,319 5 4,605 42,924 38,416,980 約28万円
フートー省 87 62,901 8 7,368 70,269 62,890,755 約45万円
合計 140 101,220 13 11,973 113,193 101,307,735 約73万円

電気使用量計
(kwh)

電気代計教室 校長室・教材室
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表３－１４ 省別水道代（年間） 

 

 

③下水道使用料 

公共下水道を利用する対象校は１校もないため、公共下水料金の支払は生じない。 

 

 

（２）維持管理費 

施設維持管理費には、通常、内外壁の塗装費のように定期的に必要なものと、ジャロジ

ー窓やドアで発生する軽微な破損の修理費のように不定期なものがある。一般に、施設維

持管理費は建設工事費（直接工事費）の 0.6～1.4％／年と言われている。本計画による建

物は、新築であり極めて簡素な内容の学校施設であることから、毎年必要な経費として直

接工事費の 0.6％／年を見込む。 

約 45,908,587,441 ドン×0.6％／年 ＝ 約 275,451,524 ドン／年 

（約 205 万円／年） 

 

 

（３）運営・維持管理費合計 

計画対象省における2004年度教育省初等教育に係る各対象省の運営予算及び本プロジェ

クトに伴い新たに必要となる施設維持管理費を表３－１５に示す。本計画による予算の増

額は約 6.9～16.8％であるが、経常費用は毎年増額されているため、本計画実施後において

は手当可能な範囲であると判断される。 

表３－１５ 計画対象省の初等教育運営費予算及び本計画による増額 

 2002 年度初等教育 

運営予算 

（百万ドン） 

本計画による 

増加分 

（百万ドン） 

増加率 

トゥエンクワン省 853（約 600 万円）  144（約 107 万円） 16.8％ 

フートー省 3,400（約 2,500 万円）  234（約 174 万円） 6.9％ 

合計 4,253（約 3,100 万円） 378（約 281 万円） 9.0％ 

 

（ドン） （円）
トゥエンクワン省 343 1,372,000 9,800
フートー省 159 636,000 4,600
合計 502 2,008,000 14,400

水道使用量
（ｔ）

水道代



第４章 プロジェクトの妥当性の検証 
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第４章 プロジェクトの妥当性の検証 

 

４－１ プロジェクトの効果 

 

（１）直接効果 

① 学習環境の改善 

本プロジェクトを通じて新たに 140 教室が建設されることで、既存教室の約 26％を占め

る全ての老朽化した木造仮設校舎が建て替えられるとともに、生徒収容力が増大し、対象

校における 1 教室あたりの生徒数1が 95 人から 34 人に減少し学習環境が改善される。 

 

② 全日制授業の実施 

本プロジェクトの実施により教室不足が改善され、特に二部制授業を強いられていた対

象校において全日制での授業実施が可能となる。これに伴い、対象校における全日制授業

の実施可能なクラス数の割合2が 36%から 104％に改善される。 

 

③ 衛生環境の改善 

本プロジェクトにおいて、各対象校の教室数に応じて適切な数量と設備を備えた便所施

設を整備することにより、プロジェクト対象校における便所の不足が緩和され、対象校の

衛生環境が改善される。 

 

④ 施設維持管理技術の習得 

ソフト・コンポーネントの導入により、各プロジェクト対象校では学校施設の使用・維

持管理に係る重要性を理解し、適切な維持管理方法を習得する。さらには、適切な維持管

理活動が実施されることによって、本プロジェクトによる施設のみならず既存施設の持続

的な使用が可能となり、長期的にはメンテナンス費用負担が軽減される。 

 

（２）間接効果 

地域社会による施設利用 

本プロジェクトにより建設される施設は基礎教育施設としてのみならず、成人教育や識

字教育などの社会教育活動、その他のコミュニティー活動といった教育以外の目的への活

用が可能であり、地域社会への貢献が期待される。 

 

 

                                                   
1 １教室数当たりの生徒数＝全生徒数÷使用可能教室数 

2 全日制授業が実施可能なクラスの割合：全教室数÷適正クラス数、 適正クラス数＝全生徒数÷35 人 
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４－２ 課題・提言 

本プロジェクトは、その裨益効果が十分期待できるとともに、広く住民の BHN の向上に

寄与するものであることから、協力対象事業の一部に対して我が国の無償資金協力を実施

することの妥当性が確認される。しかしながら、より大きな裨益効果を達成するためにベ

国側は以下の課題に取り組む必要がある。 

 

（１）全日制への対応 

ベ国の初等教育の就学状況は高いレベルにあるが、今後全日制授業の採用に伴い、農村

部や貧困層では仕事の担い手である児童が授業時間の増加に対応できず、その結果として

教育の機会均等が階層間において阻害される事が懸念される。このためベ国側は、特に農

村部や貧困層を対象に全日制授業採用がもたらす可能性のある弊害を除去するための対策

を考えていく必要がある。 

また、各対象校において全日制授業が円滑に導入、定着するためには、本計画による施

設不足の改善に加え、全日制に関する生徒、保護者及び地域社会の理解が必須となる。こ

のため、各省及び学校レベルにおいて学校運営についての検討や関係者に対する宣伝活動

の実施など、全日制導入に関する体制整備が必要である。 

 

（２）適切な維持管理活動の実施 

計画対象校では、維持管理活動が予防的な観点から定期的・組織的に行なわれている様

子はなく、ほとんどの学校は施設に何らかの問題が生じた際に、その場限りの対応を行っ

ている。したがって本プロジェクトにより供与される施設及び既存の学校施設が継続的・

長期的に活用されるためには、適切な形で維持管理活動が行なわれる必要があり、こうし

た活動を支えるための校内組織の強化、学校と住民の連携強化と意識改革を図っていくこ

とが望ましい。 

 

（３）独自の学校施設整備に当っての留意事項 

ベ国では、地域住民が人民委員会に働きかけ、不足している教室を自力で建設するなど

の努力が各地で行われている。ベ国側が独自に教育施設建設を推進するに当たっては、就

学者数の将来予測をしっかりと行い、各省の教育訓練局、各郡の教育訓練事務所との連絡

を密にするだけでなく、このような地域住民による主体的な取り組みも十分視野に入れて、

本計画を初めとするドナーによる教室建設計画と整合性を保つよう注意を払う必要がある。 
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４－３ プロジェクトの妥当性 

 

本プロジェクトは、４－１に記した効果が期待でき、また以下の理由より、我が国の無

償資金協力による協力対象事業の実施が妥当であると判断される。 

 

① 本プロジェクトの裨益対象は、計画対象であるトゥエンクワン、フートー省の貧困家庭

の住民、生徒、教員を含む一般の国民である。 

② 本プロジェクトのプロジェクト目標は北部山岳地域における学習環境の改善であり、我

が国無償資金協力の BHN、教育及び人造りといった目的に合致する。 

③ 本プロジェクトは、低コストで堅固な必要最低限の学校施設である教室、便所、校長室、

教材室を供与するものであり、ベ国側が運営・維持管理を行うにあたり、過度に高度な

技術を必要とせず、独自の資金と人材、技術でまかなうことができる。 

④ 本プロジェクトは、ベ国が『教育開発戦略計画 2001－2010』や『包括的貧困削減・成

長戦略』にて将来目標としている 2010 年までの全日制の導入の達成に資するものであ

る。 

⑤ 本プロジェクトは、投資に対する長期的かつマクロ的観点からの経済効果は期待される

ものの、プロジェクト実施に伴う直接的な収益をあげるものではない。 

⑥ プロジェクト実施に伴う環境に対する負の影響がほとんど無い。 

⑦ 我が国の無償資金協力の制度により、特段の困難なくプロジェクトへの実施が可能であ

る。 

 

 

４－４ 結論 

 

本プロジェクトは、前述のように多大な効果が期待されるとともに、広く住民の BHN の

向上に寄与するものであることから、協力対象事業の一部に対して、我が国の無償資金協

力を実施することの妥当性が確認される。さらに、本プロジェクトの運営・維持管理につ

いても、相手国側の体制は人員・資金ともに十分で問題ないと考えられる。かつ、４－２

に示した課題・提言が改善・実施されれば、本プロジェクトの目標は効果的に達成しうる

と考えられる。 
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　　　　　　　TQ-14 (Phuc Thinh)

 DOET Tuyen 表敬

サイト調査: TQ-6(Phan Thiet)、TQ-7(Thai Binh)

ベトナム国北部山岳地域初等教育施設整計画（フェーズ２）事業化調査

現地調査日程

2 12月8日 木

業務主任/ 建築計画 建築設計 1構造設計

東京 9：50→(香港経由)→15：55 ハノイ

　　　　　（JL731)　　　　　　　　　　（VN791)

大使館、JICA事務所表敬

本計画1/3期、2/3期現場視察

JICA打合せ、教育訓練省協議
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地盤調査再委託契約

ハノイ 0：10→6：40 東京

　        （JL5136/VN954)

サイト調査: TQ-3 (Bac Muc)
 DOET Tuyen Quang & DOET Phu Tho　報告

サイト調査: PT-11 (Trung Nghia)、PT-15 (Vo Mieu 2）

資料整理、団内打合せ

DOET Pho Tho 表敬
サイト調査: PT-5 (Det)、PT-8 (Co Tiet)

JICA事務所報告、教育訓練省報告

 



３．関係者（面会者）リスト 

 

Ministry of Education and Training (教育訓練省) 

Mr. Trinh Quoc Thai Director of Primary Education Dept. 

Mr. Tran Duy Tao Vice Director of Planning and Finance Dept. 

Mr. Nguyen Trong Nghia Expert of Planning and Finance Dept. 

  

Tuyen Quang Province, Department of Education and Training  

(トェンクワン省教育訓練局) 

Mrs. Ngo Thuc Lam Director 

Mr. Hoang Van Thinh Vice Director 

Mr. Ngo Ba Nhuong Director of Planning and Finance Div. 

Mr. Tran Ngoc Rinh Expert of Planning and Finance Div. 

  

Phu Tho Province, Department of Education and Training (フートー省教育訓練局) 

Mr. Pham Van Lan Director 

Mrs.Nguyen Thi Thanh Chung Vice Director 

Mr. Vu Van Hien Director of Administration Div. 

Mr. Pham Hong Thao Director of Planning and Finance Div. 

Mr. Nguyen Van Phuc Director of Personnel Div. 

  

在ベトナム日本国大使館 

瀧川 拓哉 二等書記官 

 

JICA ベトナム事務所  

菊地 文夫 

中村 さやか 

 

所長 

所員 

 

































6． その他の資料情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）各計画対象校の配置図 
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